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第１章 登録制度の概要 
 

１ 行政書士登録制度について 

 行政の複雑化に伴い、国民が行政機関に提出する書類が複雑多様化したため、国民

に代わって提出書類を専門的に作成する者に関する立法化の運動が始まり、昭和２６

年２月に、議員立法により「行政書士法」が制定され、同年３月１日から施行されま

した。 

 この行政書士法に基づき、行政書士資格取得者は所定の手続を経て登録が完了するこ

とにより、国家資格として行政書士の業務を行うことができます。また、登録の結果、

行政書士法第１条の２及び第１条の３に規定された行政書士の業務を行う権利を取得す

ると同時に、行政書士法をはじめとする関係諸法令に定められている責務を負うことと

なります。 

 

２ 行政書士の資格 

 次のいずれかに該当する方は、行政書士となる資格を有します。 

1. 行政書士試験に合格した者（試験に関することは、(一財)行政書士試験研究センターにお問い

合わせください） 

2. 弁護士となる資格を持つ者 

3. 弁理士となる資格を持つ者 

4. 公認会計士となる資格を持つ者 

5. 税理士となる資格を持つ者 

6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人（独

立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法人をいう）又は特定地方独立行政法人

（地方独立行政法人法第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう）の役員又は職員と

して 行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して２０年（学校教育法による高

等学校を卒業した者その他学校教育法第９０条に規定する者にあっては１７年）以上になる者 

 

３ 行政書士の欠格事由 

 ２の「行政書士となる資格」を有する方でも、次のいずれかに該当する場合は、法律

上、「行政書士となる資格」がないものとされます。 

1. 未成年者 

2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

てから３年を経過しない者 

4. 公務員（行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む）で懲戒免職の処分を    

受け、当該処分の日から３年を経過しない者 
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5. 行政書士法第６条の５第１項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分

の日から３年を経過しない者 

6. 行政書士法第１４条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から３

年を経過しない者 

7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受

け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は

社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から３年を経

過しない者 

 

４ 行政書士の形態  

 行政書士の形態は、次の３種類に分けられます。これを行政書士法では「属性」とい

います。 

 

属性 定義 

個人開業行政書士 個人で開業して業務を行う行政書士 

社員行政書士 行政書士法人の社員として業務に従事する行政書士 

使用人行政書士 
行政書士又は行政書士法人の使用人であり、行政書士又は

行政書士法人の事務所に勤務する行政書士 

 

５ 行政書士法人の設立と届出 

 行政書士法人は、行政書士の業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が設立

した法人をいいます。行政書士法人の設立と届出につきましては、日本行政書士会連合

会（以下、「日行連」という。）ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/registration/list/guide.h

tml）の「行政書士法人の手引」に詳細な説明がなされています。 

 

６ 企業等への勤務と行政書士登録 

 行政書士登録後も行政書士又は行政書士法人以外の各種団体、法人、組合又は個人等

（以下「他の法人等」という。）に雇用されることは可能です。但し、「行政書士」と

して雇用される、または勤務することはできません。また、行政書士制度は、行政書士

が自らの責任において業務を執行することを前提としているため、登録後も他の法人等

との雇用関係を継続しようとする場合には、以下の点に注意する必要があります。 

1. 他の法人等との雇用関係が行政書士業務の適法な執行に影響しないこと。 

2. 申請者が行う行政書士業務が、他の法人等の支配に服さないこと。 

3. 一般の利用者が行政書士事務所として認識できるように事務所機能を確保するこ

と。 

  

https://www.gyosei.or.jp/registration/list/guide.html
https://www.gyosei.or.jp/registration/list/guide.html
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７ 公務員の行政事務歴による行政書士登録資格について 
 

 行政書士法 

 （資格） 

第２条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 

 （一〜五 略） 

 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間（中略）が通算して

２０年以上（学校教育法（略）による高等学校を卒業した者その他同法第９０条に規定する者に

あっては１７年以上）になる者 

 

（１）行政事務とは 

行政書士法第２条第６号が定められた趣旨は、公務員として官公署において行政事務

を長期間にわたって担当してきた経験を有する者は、行政書士の主たる業務である官公

署に提出する書類の作成に相当精通していると考えられることから、そのような者には

行政書士試験合格者と同程度の資質が備わっているとみなしても差し支えないというこ

とです。 

従って「行政事務」の用語もそのような法の精神に基づいて解釈されます。単なる労

務、純粋な技術、単なる事務の補助は、行政事務に含まれません。 

行政事務を担当する者であるかどうかは、基本的には次の基準によります。 

1. 文書の立案作成、審査等に関連する事務であること。（文書の立案作成とは、必ずしも

自ら作成することを要せず、広く事務執行上の企画等も含む。） 

2. ある程度その者の責任において事務を処理していること。すなわち、単に職務の

一部に書類の作成等が含まれているだけでは足りず、その者の職務の内容が、全

体として上記の基準に該当することが必要です。 

 

（２）事前確認制について 

行政事務歴は、基本的には上記の基準及び個々の具体的な職務内容により判断されま

す。京都府行政書士会（以下、略記する際は「京都会」という。）では、公務員として

の経歴が行政事務歴に該当するかどうかについて、事前に、書面により日行連に確認す

ることにしていますので、行政事務歴での行政書士登録申請をされる場合は、この事前

確認を受けてください。 
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（３）事前確認の依頼方法 

登録申請に先立ち、日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/ne

w-registry.html）から「公務員職歴証明書」を取得（２部）のうえ、「公務員職歴証明

書」原本と、送付状に連絡住所・電話番号を明記して、郵送又は持参する必要がありま

す。 

行政事務歴に関する具体的な判断につきましては、電話での問い合わせはお受けでき

ません。 

また、職歴証明書が発行されない機関や、職務内容の証明が不十分である機関もあり

ます。その際、別様式(「当該機関が発行した履歴書」や「職歴証明書補足用紙（指定様

式あり。）」)等が必要になることがあります。 

 

詳しくは、第３章「２ 登録入会審査(面接等)の申込方法」を参照してください。 

  

https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html
https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html


- 7 - 

第２章 行政書士の事務所 

 

１ 行政書士の事務所とは 

 事務所とは、行政書士が行政書士業務を現実に処理する場所をいいます。 

（１）「事務所」の意義 

 事務所は、業務に従事する本拠であり、行政書士個人の住所とは観念的に異なるもの

ですが、住所と事務所が同一場所であっても差し支えありません。 

 行政書士が他士業との兼業者の場合は、行政書士事務所と当該他士業事務所は同一場

所に置かなければなりません。 

 

（２）一人一事務所の原則（行政書士法人を除く） 

 行政書士は、事務所を１か所設置しなければなりません。但し、社員行政書士及び使

用人行政書士は、行政書士業務を行うための自己の事務所を設けることはできません。 

 また、個人開業行政書士は、事務所を２か所以上設けることはできません。 

 

（３）事務所の適格性 

1. 事務所の使用権原が適正であり、当該行政書士が事務所の管理や運営の主体とな

り、その管理・運営が正常に図られていることが必要です。建物使用上の制限に

違反するので、営業を認められない公営住宅又は公舎を事務所とすることはでき

ません。 

2. 不特定多数の依頼者が行政書士事務所と認識できるように、事務所には「表札」

を掲示しなければなりません。 

3. 業務取扱上の秘密を保持できるよう、事務所としての独立性を確保する必要があ

ります。 

 

 

２ 事務所の設置に関する注意事項 

（１）自宅に行政書士事務所を設置する場合 

 自宅の一部を行政書士事務所とする場合、居住スペースと事務所スペースを明確に区

分する必要があります。例えば、リビングは家族等が出入りする場所であるため、行政

書士事務所として秘密保持ができないと考えられます。そのため、リビング自体を行政

書士事務所とすることは、原則的に事務所の適格性を欠くと判断されます。また、玄関

から事務所スペースに至るまでにリビングを通らなければならない場合は、パーテーシ

ョン等で間仕切りを設け、事務所までの独立した通路を確保しなければなりません。事
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務所を自宅の通路内（生活空間から外部へ出る際に必ず通過する場所等）に設ける場合

も同様の措置が必要です。 

 なお、独居の場合でも同様に、行政書士事務所としての品位保持のため、居住スペー

スと事務所スペースを明確に区分する必要があります。 

 

（２）他の法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合 

 他の法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合は、守秘義務等の観点から、

行政書士の業務を行う事務所として、その独立性が確保され、位置・区画等が明確にさ

れていることが必要となります。事務所の位置・区画等が不明確な場合には、事務所独

自の出入口を設けたり、間仕切りを設けたりする等の方法により構造の改善を図り、事

務所として明確に区分し、その独立性を確保するようにしてください。可能であれば、

郵便受けを他の法人等とは別に設置してください。 

 また、不特定多数の依頼者が行政書士事務所であることを認識できるようにし、行政

書士業務が当該他の法人等の支配に服さず、かつ一般の利用者を拒むことがないよう

に、事務所機能を確保する必要があります。 

 従業員が申請者のみの法人の場合は、間仕切り等による独立性は求められていません

が、個人の他士業兼業者の場合で他士業業務にのみ従事する者がいる場合（例:行政書士・

司法書士兼業で、司法書士事務所にはスタッフがいるが、そのスタッフは司法書士事務所専属で、行政書士

業務に係る事務を行わせない場合）、その独立性が求められますので注意してください。 

 他士業との兼業の場合は、他士業がより厳格な事務所設置基準を設けている場合があ

りますので、各士業団体等に確認してください。 

 

（３）レンタルオフィスを利用する場合 

 レンタルオフィスでの登録は、守秘義務確保のため、執務スペースは鍵付きの区切ら

れた部屋であること、郵便物は混ざらないこと、行政書士事務所としての表示ができる

こと等を確認しています。執務スペースの形態によっては行政書士事務所として不適格

と判断される場合があります。 

 

（４）共同事務所または合同事務所を設置する場合 

 登録申請者が、事務所を以下の形態で使用する場合には、「共同・合同事務所届」を

提出する必要があります。（第４章 12 (1) 共同・合同事務所届（共同事務所又は合同事務所の場

合）」を参照） 

 ＜共同事務所＞… 他の行政書士又は行政書士法人と同一の場所（室内）に事務所を設

ける場合 

 ＜合同事務所＞… 他士業者又は他士業法人と同一の場所（室内）に事務所を設ける場

合 
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３ 事務所の設備 

 事務所には、少なくとも業務が開始できる状態であることが認識できるように概ね次

のような設備を備えるようにしてください。 

1.  事務用机・椅子 

2.  電話・FAX（電話機は携帯電話機でも可） 

3.  書類作成装置（パソコン・ワープロ等） 

4.  応接セット(テーブル・椅子・記帳台等) 

5.  コピー機 

6.  書類保管庫 

7.  金庫 

8.  用紙・雑品等収納庫又は収納棚 

9.  業務用図書及び図書棚 

 

４ 事務所の名称 

（１）「行政書士」の明示 

 事務所の名称には「行政書士」の文言を明示する必要があります。 

 行政書士法施行規則第２条の１４（事務所の表示）の規定により「行政書士は、その

事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない」

とされています。 

 

（２）同一名称の使用禁止 

 登録申請者は、同一都道府県内で既に行政書士名簿に登録されている個人会員の事務

所の名称又は行政書士法人名簿に登載されている法人会員の事務所の名称と同一の名称

を使用することはできません。 

 共同事務所であっても、受任した業務の責任の所在が不明確となるおそれがあり、利

用者に不利益をもたらす可能性があることから、複数の行政書士が同一の名称を使用す

ることはできません。同一名称を複数の行政書士で使用する場合には法人化する必要が

あります。 

 ただし、同一名称の使用禁止の例外としては以下が挙げられます。 

(ア) 個人開業行政書士が、その氏、名又は氏名を使用する場合 

(イ) 行政書士法人が、その社員の氏、名又は氏名を用いる場合 

(ウ) 個人開業行政書士が、現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員

が社員となって設立する行政書士法人の名称として使用する場合 

 ＜同一名称の有無の検索について＞ 

 事務所の名称は、同一都道府県内に既に登録されている場合は使用することができま

せん。日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/members-search/）の事務所名称検索機能に

より、同一名称の有無を予め確認するようにしてください。 

https://www.gyosei.or.jp/members-search/
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（３）事務所の名称に関する制限事項 

（ア）他の法律において使用を制限されている名称 

 「法律」の文言が含まれる名称は不可とします。 

（イ）他の資格と誤認されるおそれのある名称 

a) 他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とします。 

  （例:「司法」「税務」「会計」等） 

b) 行政書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が

含まれるものは不可とします。（例:「司法書士」「土地家屋調査士」「ＦＰ（ファ

イナンシャルプランナー）」等） 

（ウ）国又は地方公共団体の機関と誤認されるおそれのある名称 

 行政の主体と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とします。

（例:「公共」「公益」等） 

（エ）行政書士の品位を害する名称 

 公序良俗に反するものは不可とします。 

（オ）他者の氏、名又は氏名を使用しないこと 

 他者の事務所であるとの誤認混同を生じるおそれがあるため、不可としま

す。 

（カ）特定行政書士は個人の行政書士に対する一身専属性の呼称であるため、個人会

員が「特定行政書士」を事務所の名称として使用することは可能ですが、行政書

士法人の場合、事務所の名称としてはなじまないため、使用することは不可とし

ます。 

 

（４）行政書士法人の従たる事務所の名称 

 従たる事務所の名称については、主たる事務所の名称と区別するため、従たる事務所

であることを示す表示により行う必要があります。（例:「◯◯行政書士法人◯◯支店」「行政書

士法人◯◯◯◯事務所」等） 

 

（５）名称使用の責任 

 個人行政書士登録後又は行政書士法人登記後の事務所の名称に関する問題は自己責任

となりますので、名称決定にあたっては、十分に調査・確認をするようお願いします。 

 名称によっては、商標権等の制限を受ける場合もあり得ますので、自己の責任におい

て十分に注意してください。 

 

 

５ 事務所の現地調査 

 事務所の実態確認のため、京都会では現地調査を実施しております。登録申請後、確

認担当者から連絡がありますので、日程を調整の上、調査を受けてください。 
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第３章 登録申請手続の概要 

 

１ 登録までの流れ 

行政書士になるには、登録資格の要件を満たした上で、事務所を設けようとする都道

府県に設立されている行政書士会（京都府内に事務所を設けようとする場合は、京都会）を経由し

て、日行連に対して登録の申請をすると同時に、事務所を設けようとする都道府県に設

立されている行政書士会に入会する必要があります。 

登録申請書類は、京都会において確認を行った後、不備がなければ日行連に進達しま

す。登録の完了（日行連の行政書士名簿への登録）までには、京都会が正式に受理してから１

～２か月程度を要します。 

日行連の行政書士名簿に登録された後、京都会から登録日決定の通知と併せて、登録

証等交付式の案内を行います。 

なお、諸般の事由で『行政書士名簿』への登録が拒否された場合には、提出された書

類及び入会金等は京都会より返還します。 

 

 

＜申請書類の取寄〜登録証交付までのスケジュール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３.京都会へ申請書類を郵送し、登録入会審査(面接等)を予約 

参照：本章「２ 登録入会審査(面接等)の申込方法」 

※公務員の職歴で申請される場合、職歴の事前審査 

 が必要です。詳細は、第１章「7 公務員の行政 

 事務歴による行政書士登録資格について」をご確 

 認ください。 

２.本手引きと「新規登録申請書チェックリスト」を確認し、

申請書類を準備・作成 参照：「新規登録申請書チェックリスト」 

※「新規登録申請書チェックリスト」は、該当する 

 ものの□に✓を入れ、申請書類とともに郵送提出 

 してください。 

  

１.京都会ＨＰの登録申請書交付申込フォームに入力・申請書類

様式の取寄せ 参照：本章「２ 登録入会審査(面接等の申込方法」 
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 参照：本章「３ 登録入会審査(面接等)」「４ 手数料及び諸費用」 

 

５.京都会による事務所調査（審査後概ね１０日以内） 

参照：第２章「５ 事務所の現地調査」 

６.京都会から日行連への進達・日行連による登録審査 

７.日行連名簿への登録が完了（概ね翌月１５日に） 

８.京都会から申請者へ登録日決定の通知及び登録証等交

付式の案内 

９.登録者本人出席による登録証等交付式 

参照：本章「５ 登録証等交付式」 
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2 登録入会審査(面接等)の申込方法 

 登録入会審査(面接等)に参加するときは、下記①～③の手順で登録申請書類を郵送

し、審査の予約をしてください。 

① 申請書類様式を取り寄せる。 

京都会ホームページの登録申請書交付申込フォームに入力して必要な様式を取り寄

せ、申請書類を準備してください（「第４章 登録申請書類の作成」を参照）。 

 

  【 公務員の行政事務歴により行政書士登録を行う場合の事前確認 】 

 申請書類を準備する前に、日行連ホームページ（https://www.gyosei.or.jp/re

gistration/registry/new-registry.html）から「公務員職歴証明書」（２部）を

ダウンロードして作成し、連絡先住所・電話番号を明記した送付状とともに、

「公務員職歴証明書」原本（２部）を下記京都会 登録担当係まで郵送又は持参し

てください。（第１章「７ 公務員の行政事務歴による行政書士登録資格について」を参照） 

 「公務員職歴証明書」の作成については、以下の点に注意してください。 

・ 職務内容欄及び任用期間等を詳細かつ明確に記載する。 

・ 証明権限を有する任命権者の証明印を押印する。 

・ ２枚以上になるときは、任命権者の証明印で割印を施す。 

 

※注意事項※ 

・行政事務歴に関する具体的な判断につきましては、電話での問い合わせはお受

けできません。 

・職歴証明書が発行されない機関や、職務内容の証明が不十分である機関もあり

ます。その際、別様式等(「当該機関が発行した履歴書」や「職歴証明書補足用紙（指定様

式あり。）」)が必要になることがあります。 

 

  

② 申請書類を送付する。（締切：審査の５営業日前の午後５時まで） 

 記録の残る方法(例:簡易書留郵便、レターパック 等)で、申請書類を京都府行政書

士会に送付してください。 

 

 

 

 

 

 

  ※送付時の注意事項※ 

1. 新規登録申請書チェックリストで必要書類がすべて揃っていることを確認し、新

規登録申請書チェックリストを同封すること 

2. 封筒には必ず「差出人氏名」を明記し、「登録申請書類在中」と記載すること 

3. 各種手数料及び収入印紙は同封せず、審査当日に持参すること 

＜送付先（連絡先）＞ 

 〒601-8034 京都府京都市南区東九条南河辺町85番地3 

 京都府行政書士会 登録担当係 宛 

 代表電話番号：（０７５）６９２―２５００ 

https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html
https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html
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4. 試験合格証や賃貸借契約書等、原本の提出が求められていない(原本に提示に留ま

る)書類については、コピーを送付の上、当日原本を持参することも可能(各書類が

原本提出を要するかは新規登録申請書チェックリスト等を参照のこと) 

5. 送付方法に応じた各種追跡サービス(例:日本郵政の郵便追跡サービス)を用いて、間違

い無く申請書類が到着していることを確認すること 

 

 ③ 登録入会審査(面接等)を予約する。（締切：審査の５営業日前の午後５時まで） 

 書類の送付確認（上記② ※送付時の注意事項※の5）後、京都会事務局へ電話連絡を行

い、当日の審査時刻の案内を受けてください。  

  事務局業務時間: 平日 午前９時〜１２時、午後１時〜５時  

  連 絡 先:    ０７５−６９２−２５００ 

 

 

【 注意事項 】 

・審査日は、通常、毎月１回、第１火曜日です。第１火曜日が祝日等である場合は、京

都会事務局までお問い合わせください。 

・審査予約の締切（審査の5営業日前の午後5時）までに、上記②、③の両方を完了させてくだ

さい。②、③のいずれかだけの完了では(例：書類が事務局に到着する前に予約の電話を行った、

書類は到着したが予約の電話が無い等)、直近の審査には参加できません。審査が次月になる

と登録時期も1ヶ月程度遅れるため、余裕を持って準備してください。 

・上記②で送付された書類に著しく不備・不足がある場合は、予約を承れない、又は予

約を取り消す可能性がありますので、ご注意ください。 

・審査時刻は予約順に京都会が指定いたします。時刻の希望は承ることができませんの

で、ご了承ください。 

 

 

3 登録入会審査(面接等) 

 登録入会審査(面接等)には、以下のものをお持ちください。 

 □ 印鑑（申請書に押印した印と同一の印鑑） 

 □ 職印（登録入会審査日までに調製できない場合は、登録証等交付式に持参してください。詳しくは、

本章「６ 職印と行政書士表札に関して」及び第４章「11 印鑑届（印鑑紙）」を参照してくだ

さい。 

 □ 申請時手数料及び諸費用（本章「４ 手数料及び諸費用」を参照してください。） 

 □ 原本の提出又は提示を要する証明書や契約書 
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4 手数料及び諸費用 
 

費用項目 金額 

登録免許税（収入印紙） 30,000円 

登録審査手数料（全国共通） 25,000円 

入会金 200,000円 

会費半期（６か月）分前納（月額 8,000円） 48,000円 

政治連盟会費(年額・任意)  6,000円 

  

合計（政治連盟加入の場合） 

収入印紙  30,000円 

現金 279,000円 

総合計 309,000円          

 

【 注意事項 】 

・上記費用は登録入会審査時に現金にて納入してください。登録免許税の収入印紙の

み、事前に購入したものを持参してください。 

・登録申請を取り下げるという申し出（「行政書士登録申請取下げ申請書」の提出）があった

場合、日行連において行政書士名簿の登録が完了する前であれば、入    会金等は返金

（消印済の収入印紙の手続等、一部京都会で行わないものもあります。）  します。但し行政書士

名簿の登録完了後は返金できませんので注意してください。 

・会費は入会月を起算点として、６ヶ月分を前納していただきます。（納入方法について

は、第４章「（13）アプラス預金口座振替依頼書」を参照） 

 

 

5 登録証等交付式 

 日行連の『行政書士名簿』への登録が完了すると、京都会から申請者に登録証等交付

式開催の連絡をしますので予定を繰り合わせ出席してください。内容は、行政書士倫

理・組織説明・行政書士業務の説明・懇談などを予定しています。また、身分証等業務

に必要な物品も当日交付します。 
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6 職印と行政書士表札に関して 

（１）職印 

行政書士には職印の調製が義務づけられています。必ず調製して、「印鑑届（印

鑑紙）」を提出してください。（第４章「11 印鑑届（印鑑紙）」を参照） 

・職印は１５㎜四方の角印で作成してください。詳細は、「印鑑届（印鑑紙）」

（京都会様式第２－１号）に記載されています。（本手引き付録「印鑑届（印鑑紙）」を参

照） 

・職印は領収書・官公署提出書類及び各種届出書類に押印するように法・施行規

則等で定められています。 

（２）行政書士表札 

行政書士には行政書士表札の掲示が義務づけられていますので、必ず掲示してく

ださい。寸法、縦・横書き、材質等に別段の定めはありません。 

京都会では、申し出のあった方に対し、行政書士事務所の統一看板（材質：アクリ

ル、色：こげ茶、サイズ：25cm×45cm ）を作成して登録証等交付時に配付することも行っ

ています。既定の事務所名称であれば無料（「＜氏又は氏名＞行政書士事務所」、「行政書

士＜氏又は氏名＞事務所＞」の２通りのみ）、独自の事務所名称の場合は注文を受け有料で

作成しています。詳細は登録証等交式開催の連絡文書にて案内しています。 

行政書士登録完了まで表札は掲示しないようにしてください。 
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第４章 登録申請書類の作成 
 

１ 一般的注意事項 
 

1. 申請書類に偽りを記載した場合には、登録の拒否又は取消しをされることや罰則

（行政書士法第２１条）が科されることもあるので、虚偽の記載をしないこと。 

2. 書類は、黒色か青色のインク又はボールペンで記入すること。（文字が消せるボール

ペンでの記入は認められません。） 

3. 文字は楷書ではっきり記入すること。 

4. 押印は認印で良い（ゴム印（シャチハタ等）の使用は不可）が、職印の押印が指定されて

いる書類については、その指定に従うこと。 

5. 記入事項を訂正する場合は、修正液やテープ等を使用しないこと。記入事項を訂

正、削除又は挿入する場合は、該当箇所を二重線で消し、その書類に使用した印

鑑で訂正印を押印してから追記等を行うこと。 

6. ３ヶ月以内に取得された書類の提出が求められる場合、起算点は登録入会審査日

とするため注意すること。 

7. 提出書類の日付は空欄のままにしておくこと。（書類の内容を確認した上で、登録入会審

査日に会場にて記入） 

 

 

２ 行政書士登録申請書（日行連様式第１号） ＊２部提出 

 以下を熟読し、記載漏れ等がないように作成してください。（日行連ホームページ「行政書

士登録申請書」「記入見本」（https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html）を

参照） 

1. 所定の用紙（日行連様式第１号）を用いること。 

2. 申請書右上の『氏名』は自署すること。 

3. 『氏名』は略さず、本章「７ 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書」記載の

とおりに記入すること。外国籍の方や旧姓等を職名として使用する方で本名と通称

名があり、通称名の登録を希望する場合には、本名、通称名の順で記入すること。 

4. 『属性』は、該当するものの□に✔すること。 

5. 『本籍』は、本章「７ 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書」記載のとおり

に、都道府県名から地番まで省略せず正確に記入すること。（例：「二丁目５番地の

４」を「２－５－４」等とハイフン表示しないこと）外国籍の方は、国籍名のみを記入する

こと。 

6. 『住所』は、本章「５ 住民票の写し」記載のとおりに、都道府県名から地番まで

省略せず正確に記入すること（例：「二丁目５番地の４」を「２－５－４」等とハイフン表示

しないこと）。また、郵便番号・電話番号（市外局番を含む）を漏れなく記入するこ

と(自宅電話番号は、固定電話がない場合、携帯電話の番号でも可)。  

https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html
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7. 『事務所の名称』及び『事務所の所在地』については、以下のとおり記入するこ

と。 

 個人開業 

個人の事務所の名称及び所在地 

※『事務所の名称』については、第２章「４ 事務所の名

称」（又は日行連「事務所の名称に関する指針」）を参考にす

ること。 

 行政書士法人の社員 申請者が所属する行政書士法人の事務所の名称及び所在

地 

 使用人行政書士 申請者が主として勤務する事務所の名称及び所在地 

 

 ※『事務所の所在地』の表記方法等に関する注意事項※ 

・『事務所の所在地』は住所と同一であっても、「同上」や「〃」とせず、都道

府県名から○丁目○番○号（ハイフン表示不可）までを省略せずに記入すること。 

・事務所が賃貸等の場合には、賃貸借契約書記載のとおりに記入すること。 

・ビル等の中に事務所を設置するときは、「例：○○ビル△階□号室」等と詳細

に記入すること。（登録後に、ビル名、階、部屋番号等を追加・変更する場合には、変更登

録   申請（有償）が必要となります。） 

   ・郵便番号・電話番号（市外局番を含む。）を漏れなく記入すること。 

8. 既に登録済みの行政書士法人の社員又は使用人となる場合には、その行政書士法人

の法人番号（日行連に登録されている法人としての７桁の登録番号）を記入すること。 

9. 『主たる事務所の所在地』は、属性が行政書士法人の社員又は使用人であり、所属

又は勤務する事務所が行政書士法人の従たる事務所である場合にのみ記入するこ

と。 

10. 『資格』の欄は、以下のとおり記入すること。 

   ・行政書士試験合格の場合は、都道府県名、合格年度、合格番号を記入。 

   ・その他の資格の場合は、□に✔を入れ、『法第２条第 号』の「第」と「号」

の間に、該当する号番号を記入すること。(弁護士資格は「２」、弁理士資格は

「３」、    公認会計士資格は「４」、税理士資格は「５」、公務員等の行政事務担当経歴は

「６」の数字  を記入すること。) 

11. 『行政書士以外の類似資格』は、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・司法書

士・建築士・調査士・社労士・宅建士・測量士・不動産鑑定士・海事代理士の資格

を有し、その業を開業している場合にのみ、その該当番号に○を付け、その他（測

量士補・会計士補等）の業を開業している場合は、「その他」の欄に○を付けるとと

もに、その名称を記入すること。資格を有していても実際にその業を開業していな

いときは、いずれにも記入しないこと。 

12. 『過去の行政書士登録』及び『過去の特定行政書士付記』については、それぞれ該

当する方に○を付けること。  
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【 登録申請書に関する追加書類 】 
 ・行政書士法人の定款等（行政書士法人の社員として登録する方） 

 行政書士法人の社員の場合、次表の必要書類を提出すること。 

(ア)新規法人の社員 公証役場で認証を受ける予定の「定款案」 

(イ)既存法人の社員 
申請者を社員として登載し、申請者の行政書士登録後に変更

登記を予定している「定款（予定定款）」 

  ＊上記作成の際には、以下のとおり原本証明を付記すること。 

(ア)新規法人の社員 

①末尾に「予定定款に相違ない」と記載する。 

②予定定款作成日を記載する。 

③原本証明者として申請者または社員となる者の氏名を記

載し、申請書と同一の印（申請者）又は職印（社員となる

なる予定の登録済み行政書士）を押印する。 

＊各ページに契印が必要です。 

(イ)既存法人の社員 

①末尾に「予定定款に相違ない」と記載する。 

②予定定款作成日を記載する。 

③原本証明者として申請者氏名又は法人名・代表社員名

（自署）を記載し、申請書と同一の印（申請者）または法

人職印を押印する。 

＊各ページに契印が必要です。 

 

 ・雇用契約書 （使用人行政書士で登録する方） 

 使用人行政書士の場合は、雇用契約書を提示すること。（原本を確認し、コピー後返却） 

・ 雇用契約書の雇用者の印は職印を押印する。 

・ 業務内容欄は「行政書士業務（登録入会後）」と記載する。 

・ 行政書士が使用人行政書士を雇用するため、雇用者欄は行政書士登録事項と同

一とする。 

 

 ・他士業の会員証等（他士業と兼業している方） 
 他士業を開業している場合（「登録申請書」の「行政書士以外の類似資格」欄に○がある場

合）、行政書士事務所と他士業の事務所の所在地が同一であることを証明できる下記①

または②のいずれかの原本を提示すること。 

① 事務所所在地が記載されている会員証（原本を確認し、コピー後返却） 

② 事務所所在地が記載されている登録証票等の写し（原本を確認し、コピー後返却） 

 上記①又は②に事務所所在地が記載されていない場合は、合わせて各会等にて発行

される登録証明書又は入会証明書等の原本（登録入会審査日前３か月以内に交付を受けたもの）

を提出すること。(ただし、所在地変更登録後間もないため、各士業団体証明書記載の所在地が実際の

所在地と異なる場合は、当該士業団体の受理印が押印されている変更登録申請書に相当するものの写しの

提出が必要) 
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 ・職名使用届（職名を使用したい方） 

 職名を使用したい場合は、職名使用届を提出してください。旧姓を使用する場合

は、別途証明書類(戸籍など)が必要となります。 

 

 

３ 履歴書（日行連書式１） ＊２部提出 

 以下を熟読し、記載漏れ等がないように作成してください（日行連ホームページ「履歴書 様

式」「記入見本」（https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html）を参照）。 

 

【表面】 

1. 日行連書式１（両面印刷）を用いること。履歴書用紙の両面印刷ができない場合等で

２枚以上になるときは、契印を施すこと。 

2. 経歴に重大な偽りの記載をした場合は、登録が取り消されるので、事実に基づき

正確に記入するように注意すること。 

3. 『現住所』は、都道府県名から略記せずに本章「５ 住民票の写し」とおりに正し

く記入すること。 

4. 『顔写真』は履歴書の正本及び副本とも登録入会審査日前３か月以内に撮影され

た縦３cm×横２.５cmのものを各1枚貼付しておくこと。 

5. 『学歴・職歴』は、学校教育法及び教育基本法に定める義務教育修了以降から現

在の状況まで、明確に中断なく記入すること。 

 《『学歴』について》 

 所在地は都道府県名及び市町村名（政令指定都市の場合は、「○市○区」まで）を記入

すること。（例：京都府京都市中京区） 

 中途退学の場合も、その旨を学歴欄に記入すること。 

 《『職歴』について》 

 学校卒業後から現在まで中断期間が無いように記入すること。 

 無職や休職等も記載すること。現在無職である場合もその旨を記入すること。 

 主な職務内容は担当した業務部署を記入し、勤務地は市区町村名まで（政令指定都

市の場合は、「○市○区」まで）記入すること。（例：京都府京都市中京区） 

 申請時点で会社等に勤務中であり、登録前に退職しない場合、「行政書士登録後

退職予定」又は「継続して勤務予定」のいずれかを記入すること。(追加書類とし

て、下記【追加書類】の該当する書類を提出すること) 

 職歴の最後には「現在に至る」と記入すること。 

 行政書士の再登録申請の場合には、登録及び抹消の事実、年月を記入すること。 

 本章「２ 行政書士登録申請書」内の「行政書士以外の類似資格」での登録経験が

ある場合、その士業の登録日を記入すること。 

  

https://www.gyosei.or.jp/registration/registry/new-registry.html
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【裏面】 

6. 『行政書士事務所』の『所在地』は、市区町村名 (政令指定都市の場合は、「◯市

◯区」まで) を記入し、事務所から自宅までの所要時間を漏れなく記入すること。

自宅開業の場合は「０分」と記入すること。 

7. 『行政書士事務所』の『形態』及び『使用権』は、該当するものを○で囲むこと。 

8. 下欄に自筆署名（署名部分はコピー不可）のうえ、本章「２ 行政書士登録申請

書」と同一の印を押すこと。 

9. 「形態」、「使用権」は、個人開業の行政書士のみ記入すること。社員行政書士又

は使用人行政書士の場合は空欄のまま提出すること。 

 

 

【 履歴書に関する追加書類 】 

 行政書士登録後も他の法人等に勤務する場合又は自ら他の事業（個人の他士業兼業を除

く。）を併業する場合、登録入会審査日に審査会場で「誓約書」を作成、提出すること

が必要な場合があります。 

 
 
4 本籍（国籍）の確認書類（外国籍の申請者のみ） ＊原本提示 

外国籍の場合は、在留資格・在留期間・国籍等を確認するため、 次の①～②のうちい

ずれかを提示（原本を確認し、コピー後返却）すること。 

①在留カード（有効期限内のもの） 

②特別永住者証明書（有効期限内のもの） 

 

 

５ 住民票の写し ＊１部提出 

登録入会審査日前３か月以内に交付を受けたものであり、かつ、本籍の記載のあるも

ので、個人番号（マイナンバー）の記載がないものを提出すること。 

  



- 22 - 

6 行政書士となる資格を証する書面 

申請する資格に応じて下記のいずれかの書面を提示または提出すること。 

資格区分 必要書類 追加書類 

  試験合格 

 合格証の写し（原本提示） 

        又は 

 合格証明書（原本提出）※1 

・ 合格証等の氏名に変更がある場合(婚姻 

等)は「戸籍抄本」 

・ 合格証等に記載されている氏名と戸籍

上の表記が異なる場合（常用漢字外の文字 

等）は「申立書」(登録入会審査時に作成) 

  他士業資格 
 登録証明書（原本提出）※２ 
 (登録入会審査日前３か月以内  

 に交付を受けたもの) 

 

  行政事務歴  

  ※３ 

  公務員職歴証明書 

  （原本２部） 

 ① 行政事務歴17年以上20年未満の場合は 

  高等学校以上の「卒業証書」の写し（原 

   本提示）又は「卒業証明書」(原本を提出) 

 ② 公務員歴証明書に退職年月日が明記 

  されていない場合は「退職辞令」の写し  
  (原本提示) 

  

※１：合格証を紛失した場合、試験を受けた都道府県に問い合わせ、交付を受けた合格証明書を

添付すること。(京都府の場合は、総務部自治振興課に問い合わせてください。) 

※２：所属する士業会から交付を受け提出。当該士業の登録事務所と行政書士事務所の住所は同

一でなければならない。なお、本章「２ 行政書士登録申請書」の追加書類として「登録証

明書」を提出している場合には追加提出は不要。 

※３：行政事務歴での登録の場合は、必ず事前審査を受けること。（第１章「７ 公務員の行政事務

歴による行政書士登録について」、第３章「１ 登録入会審査(面接等)の申込方法」を参照） 

また、「公務員職歴証明書」の作成については、以下の点に注意すること。 

    ・ 職務内容欄及び任用期間等を詳細かつ明確に記載する。 

    ・ 証明権限を有する任命権者の証明印を押印する。 

    ・ ２枚以上になるときは、任命権者の証明印で割印を施す。 

 

 

7 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書 ＊１部提出 
 

1. 「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」の証明を受

けたもの。 

2. 本籍地を管轄する市区町村に請求すること。 

3. 登録入会審査日前３か月以内に発行されたものを提出すること。 

4. 外国籍で「身分証明書」を取得できない場合は、「自認書」（日行連様式３）を提出す

ること。（登録入会審査日当日、会場にて作成） 
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８ 欠格事由に該当しないことの誓約書（日行連様式第２号） ＊２部提出 
 

1. 所定の用紙（日行連様式第２号）を用いること。 

2. 『住所』『事務所予定地』『氏名（自署）』は、楷書体で、本章「２ 行政書士登録申

請書」記載のとおり正確に記入の上、押印すること。 

3. 署名及び押印部分はコピー不可。２部共に自署した上で押印すること。 

 

 

９ 申請者の正面顔写真 ＊合計８葉提出 
 

1. 登録入会審査日前３か月以内に撮影したもので、無帽、正面、上三分身、カラー（身

分証明写真となるためカラーが推奨される）、無背景で色メガネを使用せず写したも

の。 

2. 下記①と②の計８葉準備すること。 

＜内訳＞ 

① 縦３cm×横２.５cm …４葉  （内２葉は本章「３ 履歴書」に貼付） 

② 縦４cm×横３cm …４葉     （内２葉は本章「10 入会届」に貼付） 

（「入会届」及び「履歴書」用の写真はそれぞれ該当箇所に貼付し、残り４葉はそのまま持参し提出

すること。） 

3. 裏面に氏名と撮影年月日を記入すること。（記入時の筆圧が身分証の仕上がりに影響を及ぼす

ことがあるため注意すること。また写真のインク汚れにも注意すること） 

 

 

10 入会届（京都会様式第１－１号） ＊２部提出 
 

1. 所定の様式（京都会様式第１－１号）を用いること。 

2. 本籍地、住所、事務所所在地はいずれも本章「２ 行政書士登録申請書」と同様に都

道府県名から省略せずに正しく記入すること。 

3. 会員番号、登録番号、登録年月日の欄と裏面は記入しないこと。(日付は登録証等交付式

時に登録年月日を記入) 

4. FAX番号は、登録する場合は番号を、登録しない場合は「なし」と記入すること。 

5. 記入事項を訂正、削除又は挿入する場合は、該当箇所を二重線で消し、訂正印として

「職印」を押印して追記等を行うこと。（登録入会審査時に職印を調製していなかった場合

は、訂正印の押印は調製後に行うこと） 

6. 『氏名』は自署すること。 
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11 印鑑届（印鑑紙）（京都会様式第２－１号） ＊１部提出 
 

1. 所定の様式（京都会様式第２－１号）を用いること。 

2. 行政書士の職印の調製が登録入会審査日までに間に合わない場合、登録証等交付式時

に持参できるよう調製すること。（その場合、登録入会審査では「印鑑届（印鑑紙）」は氏名の

み記載して提出すること） 

3. 形や大きさ、文言が規定されているので（本手引き付録「印鑑届（印鑑紙）」を参照）、規

定どおりに調製すること（ゴム印不可・外枠必要）。 

 

 

12 事務所に関する書類 

事務所を証する書類として、以下を提出すること。 

（１）共同・合同事務所届出（共同事務所又は合同事務所の場合） ＊１部提出 

1. 行政書士事務所が共同事務所又は合同事務所の場合に提出すること。 

2. 『住所』、『事務所所在地』、『事務所電話番号』は登録申請書記載のとおりに

記入すること。 

3. 『２ 事務所設置者名』の欄には、登録申請者とともに業務を行う者の氏名及び

士業名を記入すること。なお、業務を行う者が士業団体へ印鑑を届出している場

合（職印がある場合）は職印を押印すること。また、登録申請者とともに業務を行

う者が士業法人である場合は、氏名欄に法人名を記入し、士業団体へ印鑑を届出

している場合（職印がある場合）は、職印欄に職印を押印すること。（士業法人に職印

が存在しない場合に限り法人代表者印を押印すること） 

4. 『３ 事務所諸経費の分担方法』は、事務所使用料（家賃）や光熱費等の分担方法

を記入すること。 

 

（２）事務所の使用権を証する書類 ＊各１部提出 

1. 事務所とする建物につき、建物登記事項証明書上の所有者から申請者まで行政書

士事務所としての使用権原が下りてきていることを示すため、下記の表より該当

する書類を提出すること。ただし、すでに京都会に入会している行政書士法人又

は個人開業行政書士の事務所の使用権限に変更がなく、それらの事務所に社員行

政書士又は使用人行政書士として登録する場合に限り、事務所の使用権を証する

書類の提出は不要。 

2. 該当物件は申請時以前から使用可能であることが必要。 
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【 提出書類 】(詳細は別紙「新規登録申請書チェックリスト」内の13を参照) 

事務所の使用権原 提出書類 通数 

事務所とする建物が 

自己所有 

単独所有 

「建物登記事項証明書」又は 

「家屋課税台帳登録事項証明書」 
（建物所有者の住所、氏名の記載があるもの）  

 ＊上記証明書を当表内で「ア」とする。 

  
 何れか 

 原本１部 

 

共有者が 

いる 

① 上記「ア」  原本１部 

② 他の共有者からの「使用承諾書」 

（共有者全員分） 
 原本１部 

事務所とする建物が

他人の所有 

賃貸借 

① 上記「ア」  原本１部 

② 建物所有者全員と登録申請者間の「賃貸

借契約書」 
 写し１部 
（原本持参） 

③ 契約上の賃貸借契約期間が終了してい

る場合（自動更新の場合も含む）は、 

賃貸人の「使用承諾書」 

 原本１部 

使用貸借 
① 上記「ア」  原本１部 

② 建物所有者全員からの使用承諾書  原本１部 

転貸借 

① 上記「ア」  原本１部 

② 建物所有者と第１賃借人（転貸人）との

「賃貸借契約書」 
 写し１部 
（原本持参） 

③ 転貸借契約書 
（作成していない場合は「使用承諾書」を原

本一部提出） 

 写し１部 
（原本持参） 

④ 建物所有者全員からの「使用承諾書」  原本１部 

＊上記表の「ア」（登記官による証明がある「建物登記事項証明書」又は「家屋課税台帳登録事項証明

書」）は、登録入会審査日前３か月以内に交付を受けたものが必要。 

※「事務所の使用権を証する書類」に関する注意事項※ 

・建物が新築後、登記未了で、市区町村の家屋固定資産課税台帳にも登録されていない

場合、「建築確認通知書」又は「建物検査済証」（写し１部）が必要。 

・登記事項証明書又は家屋課税台帳登録事項証明書の地番と住居表示の番号が一致して

いない場合、通り名の違い又は有無がある場合、建物が複数番地に跨っている場合や

所有者の住所がその他の書類上の記載と異なる場合は、別途「申立書」（原本１部を登録

入会審査当日、会場にて作成）が必要。 

・建物使用について使用目的の制限（例:居住用等）があったり、営業が認められない建物

を事務所として使用する場合、建物所有者の「使用承諾書（原本１部）」（転貸借契約の場

合は、加えて「賃貸人使用承諾書」）が必要。 

・転借されている物件で、原契約上建物所有者から転貸人へ、転貸の相手方や業種等が

無制限に認められていることが確認できる場合、建物所有者からの「使用承諾書」は

不要。 

・上記以外に特段の事情がある場合は、京都会事務局に問い合わせ、確認すること。 
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（３）事務所の位置図 ＊１部提出 

1. 目標となる最寄駅や停留所等から事務所予定地までの移動経路や距離がわかる略

図を作成すること。略図には方位も記入すること。 

2. 最寄駅等から事務所予定地までの移動経路が容易に判別できるように、矢印等で

示すこと。 

3. 最寄り駅から事務所までの距離等の関係上、略図では事務所周辺の状況が明らか

でない場合、別途周辺拡大図を添付すること。 

4. 地図は濃く、ハッキリとした色合いで作成すること。(目安として、モノトーン

でコントラストを調整せず複写した際に、建物や道路が消えるものは避けるこ

と。) 

 

（４）事務所の平面図 ＊必要部数提出 

①間取図と②事務所内配置図の２種類を作成すること。それぞれ縦・横を等比で縮

小し、方位を記入すること。 

 

① 間取図 

《一戸建の場合》 

・建物全体の間取図において事務所とする部屋がどこかが分かるように示し、建

物入口から事務所とする部屋までの移動経路を矢印で表したもの（例:１階を事務

所とする場合は１階の間取図、２階を事務所とする場合は１階及び２階の間取図に、事務所とす

る部屋及び場所を図示したもの） 

《ビル・マンション等の場合》 

・建物全体の入口（１階・エントランス）及び事務所として使用する階の間取り図

で、事務所や応接部屋の位置・出入口への移動経路を図示したもの。 

・当該部屋の一部分を事務所とする場合には、当該部屋の中で事務所とする場所

を図示したものも併せて作成する。 

 

 

  【 注意事項 】 

・法人等の建物(事務所)内に設置する場合には、行政書士事務所としての位置、区

画、入口等が明確に区分された形態となっていることが確認できること。（第２章

「２ 事務所の設置に関する注意事項」を参照） 

・共同事務所の場合は、申請者の執務場所を図示すること。 
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② 事務所内配置図 

・机や事務機器等の配置が判別できるように作成すること。 

・事務所内の机・椅子・応接セット・事務機器等の配置を明らかにすること。 

・同一室内で他の業務（個人の他士業兼業を除く。）を行う場合は、他の業務の事務所と

独立した行政書士事務所であることが容易に判別できるようにすること。 

・共同・合同事務所の場合には、申請者の執務場所を図示すること。 

 

 

    事務所平面図例（自宅兼事務所の一戸建ての場合）  

    （実線矢印については下記「（5）事務所の外観及び内部を示す写真」を参照） 

 

     
 

    事務所内配置図例 

    （図内実線矢印については下記「（5）事務所の外観及び内部を示す写真」を参照） 
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（５）事務所の外観及び内部を示す写真 ＊必要部数提出 

1. 写真は、Ａ４判の白紙（書式自由）又は申請書類に同封の写真用台紙に、下記

①～③の写真又は写真データ（1枚につき一般的なL判サイズ程度）を貼付し、余白

に簡単な説明（何を写したものか等）を記入すること（ポラロイドカメラは写真が不鮮明

になるため不可）。 

2. 写真に通し番号を振り、上記「(４) 事務所の平面図」に対応する番号と矢印を

記入して、撮影位置と撮影方向が分かるようにすること。（写真が小さすぎたり、不

明瞭であったため必要なものが確認できかねる場合、写真を追加提出又は差替えの場合あり。) 
 

① 外観写真 

・事務所の建物の全体及び入口付近を撮影したもの。 

・高層ビルの場合等、一枚に建物全体が写らない場合は、複数枚に分けるなどし

て全体を写したものを提出すること。 

・写真の場所が申請場所であることが特定できるように、マンション名・部屋番

号等を写真に入れること。 

・申請段階では表札掲示ができないため掲示予定場所を撮影すること。ただし、

社員又は使用人行政書士として既存の事務所に所属する場合は現に掲示されて

いる表札を撮影すること。 *登録前に表札を掲示しないこと。 

・郵便受けを撮影すること。集合ポストと玄関備付のものなど、複数の郵便受け

が存在する場合、その全てを撮影すること。 

 

② 建物入口から事務所（部屋）までの経路の写真 

・扉を開けた状態で写す等の工夫をして、写真に連続性を持たせること。 

・マンションやビルの一室の場合、EVホールや階段、廊下など、該当の部屋に至

るまでの経路を撮影すること。 

・住居兼事務所などの場合、玄関から使用するスペースまでの経路を撮影するこ

と。 

 

③ 内部を示す写真 

・部屋全体の様子が分かるよう、死角が無い（写っていない場所が無い）ように撮影さ

れたもの。 

・事務所内の机・椅子・応接セット・事務機器等の配置が明らかになるよう撮影

したもの。 

・金庫は施錠機構が備わっていることがわかるように撮影したものが必要。 

・必要なものが１枚で収まらない場合、角度を変えたり複数枚に分けたりして様

子がわかるように撮影すること。 

・応接室が分かれている場合は、当該部屋の写真も併せて提出すること。 

・法人内での就業や共同・合同事務所の場合は、執務場所を特定したもの。 

  



- 29 - 

13 アプラス預金口座振替依頼書 ＊１部提出 
 

 京都会では会費について、株式会社アプラスの口座振替（会費収納代行システム）にて納入

するようお願いしています。手続方法は下記①又は②のいずれか都合の良い方を選択し

て    ください。 

 

①アプラス預金口座振替依頼書に銀行口座情報等、必要事項を記入し、銀行印を押印の

上、京都会事務局へ提出。 

②金融機関のキャッシュカード（磁気ストライプが内蔵されていないICチップのみのカードは不可）

を京都会事務局備付の専用端末で読み取らせる。（各金融機関に登録している４桁の暗証番号

を入力し認証された時点で手続完了） 

 

 ＊①の場合は、その他の申請書類とともに郵送すること。 

 ＊②の場合は、登録入会審査当日にキャッシュカードを持参すること。 

 

 なお、入会後の会費については、４月と１０月に６か月分を納入していただきます。

詳細は申請書類に同封の「会費の口座振替について(ご案内)」を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

京都府行政書士会 ２０２２年８月１発行 



 

 

 

 

 

付録 
（写真台紙・京都会様式等） 

 
 



 
提出写真用台紙 

写真番号：；；； 年  月  日 撮影 

場所や説明（                                ） 

・台紙は写真の枚数に応じて必要枚数を印刷してください。 

・必要な写真については、「行政書士 新規登録申請の手引き」の第４章１２

「（５）事務所の外観及び内部を示す写真」をお読みいただきご用意ください。 

写真番号：；；； 年  月  日 撮影 

場所や説明（                                ） 

・台紙は写真の枚数に応じて必要枚数を印刷してください。 

・必要な写真については、「行政書士 新規登録申請の手引き」の第４章１２

「（５）事務所の外観及び内部を示す写真」をお読みいただきご用意ください。 



第１－１号様式(個人用)

入 会 届 ( 個 人 用 )

令和 年 月 日

京都府行政書士会

会長 様

氏名 職印

京都府行政書士会会則第７条第３項の規定により入会金を添えてお届けいたします。

会員番号 登録番号 登録年月日 年 月 日

ふ り が な 性別 男 ・ 女

大 ・ 昭 ・ 平
氏 名 生年月日

年 月 日

属 性 □個人開業 □行政書士法人の社員 □行政書士又は行政書士法人の使用人

本 籍

〒 － TEL ( ) FAX ( )
住 所

事務所の名称 ※1(法人番号： )

〒 － TEL ( ) FAX ( )
事務所の所在地

※2 〒 － TEL ( ) FAX ( )
主たる事務所の所在地

行政書士試験合格 都 道 府 県 年度 合格番号第 号
資格

その他の資格 □ 行政書士法第２条第 号該当 □ 昭和26年法律第４号附則第２項該当

公 認
1. 弁護士 2. 弁理士 3. 4. 税理士 5.司法書士 6. 建築士 7. 調査士

会計士
行政書士以外の類似資格

宅 建 不動産 海 事
8. 社労士 9. 10.測量士 11. 12. 13.その他

主任者 鑑定士 代理士

（備考）※1 既存行政書士法人の社員又は使用人となる場合のみ記載すること。

写 ↑ ※2 属性が社員又は使用人であり、所属又は勤務する事務所が行政書士法人の従た

真 る事務所である場合のみ記載すること。

、 。貼 ４cm ※3 行政書士以外の類似資格については 開業している場合のみ○印をつけること

付 注) 未設立行政書士法人の社員又は使用人予定者は、設立予定である法人事務所の

欄 名称及び所在地を記載すること。

↓

← ３cm →



第１－１号様式(個人用)裏面

【変更届出事項】

変更年月日 変更内容 変更事項

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



第２－１号様式(個人用)

印鑑届(印鑑紙)

職 氏

印 名

（注）

(1)氏名は必ず自署すること。 改印附記 令和 年 月 日 改印

(2)職印は、次の様式により調製してください。

（日本行政書士会連合会会則第81条 別記様式第１）

← 1.5㎝ →

↑

1.5㎝ 之印の之はなくてもかまいません。

↓

行
政
書
士

(

姓

名

)

之

印



京都府行政書士会

使 用 承 諾 書

私（当社）が所有（使用）する下記の建物を、あなたが行政書士の業

務を行う事務所として使用することを承諾します。

記

１．建物の表示 所 在

構 造

床面積

２．使 用 期 間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで 年 月間

令和 年 月 日

住 所

承 諾 者

氏 名 印

（所有者又は賃貸人）

（法人の場合は代表者名）

住 所

使 用 者

氏 名 殿



京都府行政書士会

記入例

使 用 承 諾 書

私（当社）が所有（使用）する下記の建物を、あなたが行政書士の業

務を行う事務所として使用することを承諾します。

記

１．建物の表示 所 在 ○○県○○市○○町○○番地

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根事務所２階建の内

床面積 １階部分 ２０㎡

２．使 用 期 間 令和○○年○○月○○日から

令和○○年○○月○○日まで ○○年○○月間

令和○○年○○月○○日

住 所 ○○県○○市○○町○○番地

承 諾 者

氏 名 凸 川 凹 夫 印

（所有者又は賃貸人）

（法人の場合は代表者名）

住 所 ○○県○○市○○町○○番地

使 用 者

氏 名 行 政 太 郎 殿

転居等により所有者(承諾者)
の住所が建物登記簿、賃貸借

契約書等と異なる住 所とな

っている場合、同一人物であ

ることの申立を行っていただ

く必要がございます。

使用期間の始期は申請日(事務所移転の場合移転日)以
前とし、終期を定めてください。(空欄、未定は不可)
終期は具体的な日付ではなく、「行政書士業務廃業ま

で」のような形でも構いません。

(その場合、日付部分を二重取消線及び承諾者様の訂正
印で訂正する必要があります。)

建物登記簿を参考に記入してください。

(床面積等は使用される部分のみ)

建物登記簿上、個人の所有である場合は個人名

に個人印の押印、法人の所有である場合は法人

名+代表者名に法人印の押印が必要です。




